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く
ら
し
の
情
報

保
険
・
年
金

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
な

ど
の
更
新

現
在
お
持
ち
の
高
齢
受
給
者
証
な
ど
の

有
効
期
限
は
7
月
31
日（
月
）で
す
。
自
動

更
新
の
方
に
は
、
新
し
い
証
を
7
月
下
旬

に
郵
送
し
ま
す
。
申
請
が
必
要
な
も
の
は
、

7
月
14
日（
金
）か
ら
更
新
手
続
き
を
受
け

付
け
ま
す
。

①
高
齢
受
給
者
証

　自
動
更
新

う
ぐ
い
す
色
か
ら
浅
葱
色（
薄
い
水

色
）に
変
更

更
新
対
象
　
昭
和
23
年
8
月
2
日
か

ら
昭
和
28
年
7
月
1
日
生
ま
れ
の
方

②
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
　自
動
更
新

　
色
は
白
色
の
ま
ま
で
、
有
効
期
限
が
変

更更
新
対
象
　「
人
工
透
析
が
必
要
な
慢

性
腎
不
全
」で
認
定
を
受
け
ら
れ
、
既

に
証
を
お
持
ち
の
方

※「
血
友
病
お
よ
び
血
液
製
剤
の
投
与
に

起
因
す
る
H
I
V
感
染
症
」の
患
者
も

対
象
で
す
。
証
を
ま
だ
お
持
ち
で
な
い

方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

③
限
度
額
適
用
認
定
証
　申
請
が
必
要

色
は
サ
ク
ラ
色
の
ま
ま
で
、
有
効
期
限

が
変
更

更
新
対
象
　70
歳
未
満
の
方
及
び
70

歳
か
ら
74
歳
の
課
税
所
得
1
4
5
万

円
以
上
6
9
0
万
円
未
満
並
び
に
市

民
税
非
課
税
世
帯
の
方

※
引
き
続
き
限
度
額
適
用
認
定
証
が
必
要

な
方
は
、
保
険
年
金
課
窓
口
で
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

　
お
越
し
に
な
る
方
の
本
人
確
認
が
で
き

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
納
付
猶

予
制
度

経
済
的
な
理
由
で
保
険
料
を
納
め
ら
れ

な
い
場
合
、
前
年
の
所
得
が
基
準
以
下
で

あ
れ
ば
、
申
請
し
承
認
を
受
け
る
こ
と
で
、

保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
制
度（
全

額
免
除
・
4
分
の
3
免
除
・
半
額
免
除
・

4
分
の
1
免
除
）が
あ
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
50
歳
未
満
の
方
に
は
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
納
付
猶
予
制
度

や
、
失
業
者
に
は
特
例
免
除
制
度
も
あ
り

ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い（
学
生
の
場
合
は
、
学
生
納
付
特

例
制
度
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
）。

令
和
5
年
度（
令
和
5
年
7
月
分
～
令

和
6
年
6
月
分
）の
申
請
の
受
け
付
け
は
、

7
月
3
日（
月
）か
ら
で
す
。

こ
れ
ら
の
免
除
・
納
付
猶
予
制
度
は
、

申
請
時
点
か
ら
2
年
1
か
月
前
ま
で
遡
っ

て
申
請
で
き
ま
す
。
過
去
2
年
間
に
国
民

年
金
保
険
料
の
未
納
期
間
が
あ
る
方
は
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

・
基
礎
年
金
番
号
又
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

分
か
る
書
類（
年
金
手
帳
、
基
礎
年
金

番
号
通
知
書
な
ど
）

・
本
人
確
認
書
類（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
、
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）

※
退
職（
失
業
）に
よ
る
特
例
免
除
制
度
を

利
用
さ
れ
る
場
合
は
、
離
職
票
、
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
な
ど

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
る
臨
時
特
例
申
請
に
つ
い
て
は
、

令
和
4
年
度
分
で
終
了
と
な
り
ま
し

た
。
令
和
5
年
度
の
申
請
に
関
し
て
は

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
が
、
過
去
2
年
間

に
遡
っ
て
申
請
す
る
際
に
は
対
象
と
な

る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
合
先

　
保
険
年
金
課
国
民
年
金
担
当（
1
階
②

番
窓
口
）　
☎
9
3
9
･
1
1
8
1

る
も
の
・
限
度
額
適
用
認
定
証
が
必
要
な

方
の
保
険
証
・
世
帯
主
及
び
限
度
額
適
用

認
定
証
が
必
要
な
方
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

分
か
る
も
の（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・

通
知
カ
ー
ド
な
ど
）・
世
帯
主
以
外
の
方

が
申
請
を
す
る
場
合
は
世
帯
主
の
委
任
状

※
限
度
額
は
、
世
帯
の
所
得
に
応
じ
て
異

な
り
ま
す
。
食
事
の
負
担
額
や
保
険
適

用
外
の
自
己
負
担
の
費
用
は
対
象
外
。

※
保
険
料
に
未
納
が
あ
る
場
合
や
令
和
４

年
中
の
所
得
が
未
申
告
の
場
合
に
は
、

交
付
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
社
会
保
険
な
ど
ほ
か
の
保
険
に
加
入
し

て
い
る
方
は
、
加
入
し
て
い
る
健
康
保

険
組
合
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先
　
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
担

当（
1
階
②
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
1
7
7

副
市
長
に
小
林
宏
行
氏
が
就
任

6
月
1
日
付
け
で
、
副
市
長
に
、
元
大

阪
府
職
員
の
小
林
宏
行
氏（
60
歳
）が
就
任

し
ま
し
た
。

副
市
長
の
退
任

東
野
　
桂
司
　
副
市
長（
5
月
31
日
付
）

教
育
委
員
の
就
任  

6
月
1
日
か
ら
、
原
　
明
子
さ
ん
が
就

任
し
ま
し
た
。

新
体
制
で
今
後
と
も
、
市
の
教
育
の
充

実
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。
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●同一世帯に令和5年度の住民税課税所得（各種所得控除後の所得額）が
145万円以上の被保険者がいる場合

※この世帯に属する被保険者は、個人の令和5年度の住民税が課税される所得額
（各種所得控除後の所得額）が、145万円未満であっても3割負担となります。

■
新
し
い
被
保
険
者
証
の
郵
送

8
月
か
ら
被
保
険
者
証
が「
橙
色
」に
変

わ
り
ま
す
。
新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
7

月
中
に
郵
送
し
ま
す
。

■
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
、
限
度
額
適
用
認
定
証
を
更
新

医
療
機
関
に
入
院
や
通
院
し
た
際
に
、

窓
口
で
認
定
証
を
提
示
す
る
と
、
医
療
費

の
負
担
が
月
単
位
で
負
担
限
度
額
ま
で
の

支
払
い
と
な
り
ま
す
。
非
課
税
世
帯
に
属

す
る
被
保
険
者
は
食
事
代
も
負
担
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。

対
象
　
非
課
税
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者

及
び
現
役
並
み
所
得
者
区
分
Ⅱ
・
Ⅰ
の

該
当
者

※
こ
れ
ま
で
お
持
ち
で
な
い
方
で
、
条
件

に
該
当
す
る
方
は
、
保
険
年
金
課
へ
申

請
が
必
要
で
す
の
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
合
先

■
制
度
全
般
に
関
す
る
こ
と

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

・
保
険
料
、
窓
口
負
担
割
合
に
つ
い
て

　
☎
0
6
・
4
7
9
0
・
2
0
2
8

・
給
付
事
務
、
医
療
費
通
知
に
つ
い
て

　
☎
0
6
・
4
7
9
0
・
2
0
3
1

■
各
種
届
出
に
つ
い
て

・
保
険
年
金
課
福
祉
医
療
担
当（
1
階
②

番
窓
口
）　
☎
9
3
9
・
1
1
8
6

■
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て

・
保
険
年
金
課
収
納
担
当（
１
階
②
番
窓

口
）　
☎
9
3
9
・
1
1
8
3

■
自
己
負
担
割
合
　

　
医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
割
合
は
、
一

般
の
方
は
1
割
、
一
定
以
上
の
所
得
が
あ

る
方
は
2
割
、
現
役
並
み
所
得
者
は
3
割

と
な
り
ま
す
。
自
己
負
担
割
合
の
判
定
に

つ
い
て
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

●3割負担に該当せず、同一世帯に令和5年度の住民税課税所得（各種所得
控除後の所得額）が28万円以上の被保険者がおり、以下に該当する場合

・同一世帯に被保険者がお一人の場合
　「年金収入(注１)＋その他の合計所得金額(注２)」が200万円以上
・同一世帯に被保険者が複数人いる場合
　「年金収入(注１)＋その他の合計所得金額(注２)」の合計が320万円以上
※2割負担と判定された方には、令和7年9月30日までは外来の月々の負担増加額
が3,000円までとなる配慮措置があります。

●3割負担または2割負担に該当しない場合

（注１）「年金収入」には遺族年金
や障害年金は含みません。

（注２）「その他の合計所得金額」
とは事業収入や給与収入等か
ら、必要経費や給与所得控除
等を差し引いた後の金額のこ
とです。

３割負担

2割負担

1割負担

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
関
す
る

お
知
ら
せ

■
令
和
5
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

が
決
定

7
月
中
旬
に「
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」

を
郵
送
し
ま
す
。
詳
し
く
は
同
封
の
案
内

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
保
険
料
の
軽
減
措
置
】

均
等
割（
7
割
、
5
割
、
2
割
）の
軽
減

が
あ
り
ま
す
。
対
象
と
な
る
方
の
保
険
料

は
、
既
に
軽
減
措
置
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
軽
減
対
象
と
な
る
方
の
判
定
は
、
前
年

分
の
所
得
情
報
に
基
づ
い
て
行
う
た

め
、
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た

だ
し
、
所
得
情
報
が
な
い
方
は
保
険
年

金
課
で
簡
易
申
告
が
必
要
で
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
る
減
免
制
度
は
令
和
4
年
度
で
終

了
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、
令
和
5
年
4

月
以
降
に
納
期
限
が
設
定
さ
れ
て
い
る

令
和
4
年
度
分
の
保
険
料
な
ど
は
減
免

の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※住民税課税所得（各種所得控
除後の所得額）が145万円以
上の場合でも、昭和20年1月
2日以降生まれの被保険者と
同一世帯の被保険者の保険
料の賦課のもととなる所得金
額の合計額が210万円以下
の場合は3割負担ではない判
定となります。

■自己負担割合の判定

●3割負担から2割又は1割負担に変更できる場合があります
3 割負担と判定された場合でも、要件に該当する方は申請（基準収入額適用申請）することで、申請された月の翌

月から、2割負担または1割負担に変更となります。詳しくはお問い合わせください。対象となる見込みのある方は、
7月31日 ( 月 )までに窓口へお越しください。

※自己負担割合などに関する詳細については、新しい被保険者証に同封の「後期高齢者医療制度のしおり」をご覧ください。
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高
齢
介
護

介
護
保
険
料
の
減
額
制
度

65
歳
以
上
で
経
済
的
理
由
に
よ
り
介
護

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
方
で
、
次
の
基

準
①
か
ら
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
額
を
所
得
段

階
の
第
1
段
階
の
金
額
に
引
き
下
げ
ま

す
。

基
準
①
　
本
人
及
び
世
帯
全
員
が
市
民
税

非
課
税
で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
と

課
税
年
金
収
入
額
の
合
計
が
80
万
円
を

超
え
る
方（
介
護
保
険
料
の
所
得
段
階

が
第
2
段
階
と
第
3
段
階
の
方
）で
、

次
の（
1
）か
ら（
3
）を
全
て
満
た
し
て

い
る
方

（
1
）世
帯
全
員
の
前
年
の
収
入
金
額
が
、

　
1
人
世
帯
1
4
4
万
円
、
2
人
世
帯

1
9
8
万
円（
以
降
世
帯
員
が
1
人
増
え

る
ご
と
に
54
万
円
を
加
算
）に
満
た
な
い

（
2
）市
町
村
民
税
課
税
者
に
扶
養
さ
れ
て

お
ら
ず
、
か
つ
医
療
保
険
の
被
扶
養
者

と
な
っ
て
い
な
い

（
3
）世
帯
全
員
が
、
居
住
用
以
外
に
処
分

可
能
な
土
地
又
は
家
屋
を
所
有
し
て
お

ら
ず
、
か
つ
預
貯
金
の
総
額
が

3
5
0
万
円
を
超
え
な
い

基
準
②
　
基
準
①
の
要
件
を
満
た
し
て
い

な
い
が
、
生
活
保
護
法
に
規
定
す
る
要

保
護
者（
保
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に

あ
る
方
）で
保
護
申
請
を
し
な
い
方

基
準
③
　
現
金
、
預
貯
金
、
有
価
証
券
、

生
命
保
険
及
び
損
害
保
険
が
あ
る
た
め

に
要
保
護
者
と
な
ら
な
い
方
。た
だ
し
、

こ
れ
ら
を
現
金
化
し
た
場
合
の
合
計
額

が
、（
50
万
円
＋
世
帯
人
数
×
50
万
円
）

以
下
で
あ
る
こ
と

申
請
・
問
合
先

　
高
齢
介
護
課
サ
ー
ビ
ス
担
当（
1
階
③

番
窓
口
）　
☎
9
3
9
・
1
1
6
4

介
護
保
険
負
担
割
合
証
の
送
付

7
月
中
旬
に
、
要
介
護
・
要
支
援
認
定

を
受
け
て
い
る
方（
第
1
号
及
び
第
2
号

被
保
険
者
）宛
て
に
、
8
月
1
日
以
降
の

新
し
い「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」を
郵
送

し
ま
す
。「
介
護
保
険
被
保
険
者
証
」と
一

緒
に
保
管
し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
と
き
は
、
必
ず
2
枚
一
緒
に
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
や
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
所
な
ど
に

ご
提
示
く
だ
さ
い
。

問
合
先
　
高
齢
介
護
課
サ
ー
ビ
ス
担
当

（
1
階
③
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
1
6
5

環
境
・
安
全

セ
ア
カ
ゴ
ケ
グ
モ
に
注
意

7
月
20
日（
木
）～
8
月
31
日（
木
）は

「
セ
ア
カ
ゴ
ケ
グ
モ
等
対
策
月
間
」

セ
ア
カ
ゴ
ケ
グ
モ
は
、
市
内
で
も
確
認

さ
れ
て
い
ま
す
。
比

較
的
お
と
な
し
く
、

素
手
で
触
ら
な
い
限

り
か
ま
れ
る
危
険
は

少
な
い
で
す
。

発
見
し
た
場
合
は
素
手
で
触
ら
ず
、
踏

み
つ
ぶ
す
か
市
販
の
家
庭
用
殺
虫
剤
を
吹

き
つ
け
る
な
ど
し
て
駆
除
し
て
く
だ
さ
い
。

か
ま
れ
た
場
合
は
、
流
水
や
石
け
ん
水

で
洗
い
流
し
、
で
き
る
だ
け
早
く
医
療
機

関
を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
、
適

切
な
治
療
に
つ
な
げ
る
た
め
、
で
き
れ
ば

駆
除
し
た
ク
モ
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問
合
先
　
環
境
衛
生
課
環
境
・
公
害
・
飼

犬
登
録
担
当（
6
階
�
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
0
7
4

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル

無
断
転
用
・
耕
作
放
棄
地
の
解
消
に
向

け
、
地
区
担
当
農
業
委
員
及
び
事
務
局
職

員
が
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
ま
す
。

時
期
　
7
月
下
旬
か
ら
8
月
初
旬

対
象
　
市
内
全
域
農
地

※
冬
季
も
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま
す
。

問
合
先
　
農
業
委
員
会
事
務
局（
4
階
�

番
窓
口
）　
☎
9
3
9
・
1
2
2
8

ア
ラ
イ
グ
マ
に
近
づ
か
な
い
で
！

ア
ラ
イ
グ
マ
の
被
害
を
防
ぐ
た
め
に

・
目
撃
情
報
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
見
か

け
て
も
絶
対
に
、
刺
激
し
な
い
、
近
づ

か
な
い
、
触
ら
な
い
。

・
エ
サ
に
な
る
も
の（
生
ご
み
や
ペ
ッ
ト
の

エ
サ
も
）を
屋
外
に
放
置

し
な
い
。

・
床
下
や
屋
根
裏
な
ど
、

侵
入
で
き
そ
う
な
隙
間

が
あ
る
場
合
は
塞
ぐ
。

※
家
屋
へ
の
侵
入
等
の
被

害
が
あ
る
場
合
、
市
か

ら
捕
獲
器
の
貸
し
出

し
・
捕
獲
許
可
を
行
っ
て
い
ま
す
。
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先
　
環
境
衛
生
課
環
境・公
害・飼
犬

登
録
担
当（
6
階
�
番
窓
口
）　

　
☎
9
3
9・
1
0
7
4

税
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

第
2
期
納
期
限
　7
月
31
日（
月
）

お
近
く
の
金
融
機
関
、
郵
便
局
、
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
市
役
所
、
支
所
で

納
期
限
ま
で
に
お
納
め
く
だ
さ
い
。
口
座

振
替
を
ご
利
用
の
方
は
預
貯
金
残
高
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済

で
も
納
付
で
き
ま
す
。

問
合
先
　
税
務
課
納
税

担
当（
2
階
�
番
窓
口
）　
☎
9
3
9
・

1
0
6
6
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申込・問合先　環境衛生課環境・公害・飼犬登録担当（6階�番窓口）　☎939・1074

ゼロカーボンって？
二酸化炭素の排出量を実質ゼロにすること。
2050 年までにゼロカーボンシティを実現し、安
全・安心に暮らせるまちを次世代に引き継いでいく
ためには、市民の皆様や事業者の皆様の協力が必
要不可欠です。一人ひとりがライフスタイルを見直
し、地球にやさしい暮らしを心がけていきましょう。

ご
注
意
く
だ
さ
い

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
捨
て
方

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
で
き

る
資
源
で
す
。
中
を
水
で
洗
い
、
ラ
ベ
ル

と
キ
ャ
ッ
プ
を
外
し
て
、
お
近
く
の
リ
サ

イ
ク
ル
用
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
回
収
か
ご（
常

設
、
地
図
は
Q
R
コ
ー
ド

か
ら
）に
入
れ
て
く
だ
さ

い
。
か
ご
に
入
れ
る
と
き

に
は
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
な
ど

か
ら
出
し
て
く
だ
さ
い
。

最
近
、「
中
が
汚
れ

て
い
る
」、「
カ
ビ
が
発

生
し
て
い
る
」、「
苔
が

付
い
て
い
る
」、「
劣
化

し
て
い
る
」な
ど
の
ペッ

ト
ボ
ト
ル
が
多
く
見
受

け
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
状
態
の
も
の
は
リ
サ
イ
ク
ル
で
き
ま

せ
ん
。
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
回
収
か
ご
に
は
入

れ
ず
、
燃
え
る
ご
み
と
し
て
捨
て
て
く
だ

さ
い
。

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
回
収

か
ご
に
は
、
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
以
外
の
物（
卵
パ

ッ
ク
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

ト
レ
イ
な
ど
）を
入
れ

な
い
で
く
だ
さ
い
。

問
合
先
　
環
境
衛
生
課
清
掃
庶
務
担
当

（
6
階
�
番
窓
口
）

☎
9
3
9
・
1
0
7
7 × ×

ふじいでらECOアイデアコンテスト

皆さんのエコな取組みやアイデア大募集！
日々の暮らしや事業を営む中で取り組んでいる、省エネやリサイクル活動などエコな取
組みやアイデアを募集します。

応募資格　市内在住・在勤・在学の方、事
業所・学校・団体など

募集期間　7月1日（土）～9月30日（土）
申込方法　応募用紙に必要事項を記入の上、
郵送（当日消印有効）・窓口又はオンライン
窓口で。

応募用紙配布場所　窓口・市ホームページで。

優秀賞には素
敵な副賞が！ 応募者全員に

も参加賞あり！

優れた取り組みやアイデアは
ホームページなどで紹介しま
す！ぜひご参加ください！

ゼロカーボンシティの実現を目指します

▶宣言内容など
詳しくはこちら

7月号ブック.indb   13 2023/06/15   17:35:35



広報ふじいでら ２０２3年7月号 14

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
発
売

・
1
等
　

5
億
円
×
24
本
　

　
前
後
賞
各
1
億
円

・
2
等
　

5
万
円
×
2
4
0
0
本

（
発
売
額
7
2
0
億
円
、24
ユ
ニッ
ト
の
場
合
）

発
売
期
間
　

7

月
4
日（
火
）

～
8
月
4
日

（
金
） 

抽
選
日
　

8
月

18
日（
金
）

※
サ
マ
ー
ジ
ャ

ン
ボ
ミ
ニ
も

同
時
発
売

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
臨
時
窓
口

日
時
　

7
月
9
日（
日
）・
22
日（
土
）

　
9
時
～
12
時

※
い
ず
れ
の
日
も
カ
ー
ド
交
付
業
務
の
み
。

場
所
　
市
役
所
1
階
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合

窓
口

交
付
に
必
要
な
も
の
　交
付
通
知
書（
ハ

ガ
キ
）、
通
知
カ
ー
ド（
紛
失
し
た
方
は

交
付
時
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
）、
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
お
持
ち
の
方
の

み
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
交
換
）、

本
人
確
認
書
類

※
原
則
、
交
付
申
請
者
ご
本
人
が
来
庁
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
予
約
い
た
だ
く
と
ス
ム

ー
ズ
に
ご
案
内
で
き
ま

す
。
市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

ア
カ
ウ
ン
ト
か
ら
も
予

約
で
き
ま
す
の
で
、
是
非
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

問
合
先
　
市
民
課
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
担
当

（
1
階
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
1
1
1（
内
線
1
2
2
0
）

各
種
情
報

公
共
施
設
循
環
バ
ス「
恵
美
坂
2
丁

目
7
番
バ
ス
停
」一
時
閉
鎖

下
水
道
工
事
に
伴
い
令
和
5
年
8
月
1

日
～
令
和
7
年
2
月
末（
予
定
）の
間
、
恵

美
坂
2
丁
目
7
番
バ
ス
停
を
一
時
閉
鎖
し

ま
す
。
ご
利
用
の
際
は
小
山
西
住
宅
前
バ

ス
停
を
ご
利
用
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

ご
利
用
の
方
に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
し

ま
す
が
、
ご
理
解
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
先
　
総
務
課
庁
舎
・
車
両
管
理
担
当

（
３
階
�
番
窓
口
）

　
☎
９
３
９
・
１
０
３
７

指
定
管
理
者
制
度
導
入
施
設
の
モ

ニ
タ
リ
ン
グ（
確
認
及
び
評
価
）

次
の
施
設
で
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

と
経
費
節
減
の
た
め
、
指
定
管
理
者
制
度

を
導
入
し
て
い
ま
す
。

施設名 指定管理者
（令和4年度末時点）

市民総合会館 (公財)藤井寺市
地域サービス公社

藤井寺駅南駐輪・
駐車場

アマノマネジメント
サービス(株)

土師ノ里駅前駐輪場 (公財)藤井寺市
地域サービス公社

老人福祉センター
（松水苑） (株)ビケンテクノ

福祉会館
（ふれあいセンター）

(社福)藤井寺市
社会福祉協議会

令
和
4
年
度
の
業
務
内
容
に
つ
い
て
、

適
正
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
確
保
さ

れ
て
い
る
か
の
確
認
及
び
評
価
を
実
施
し

ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
の
影
響
が
あ
っ
た
も
の
の
、
全
施
設
の

評
価
は
お
お
む
ね
良
好
で
し
た
。

詳
細
な
結
果
は
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ほ
か
、
情

報
交
流
ひ
ろ
ば「
ふ
らっ
と
」

（
市
役
所
１
階
）で
ご
覧
に

な
れ
ま
す
。

問
合
先
　行
財
政
管
理
課
行
財
政
改
革
担

当（
5
階
�
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
0
1
4

新
し
い
区
長
を
紹
介 

（
敬
称
略
）

・
三
ツ
山
地
区 

横
山
　
裕
之

問
合
先
　
協
働
人
権
課
　
広
聴
・
協
働
担
当

（
１
階
④
番
窓
口
）　
☎
9
3
9
・
1
3
3
1

詳しくはこちら

あなたのとっておきの

1枚をお寄せください！

▲熱中症に注意／ミィ ▲通勤途中の光景／ひまわり♪応募作品をスライド
ショーにして公開中！
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自衛官

○航空学生
資格要件

（海上自衛隊）日本国籍を有する高卒
（見込含）又は、高専3年次修了（見
込含）で18歳以上23歳未満の方

（航空自衛隊）日本国籍を有する高卒
（見込含）又は、高専3年次修了（見
込含）で18歳以上21歳未満の方

受付期間　7月1日（土）～9月7日（木）
試験日　9月18日（月・祝）

○一般曹候補生（非任期制）
資格要件　日本国籍を有する18歳以

上33歳未満の方
受付期間　7月1日（土）～9月5日（火）
試験日　9月15日（金）～24日（日）の

うちいずれか1日

○自衛官候補生（任期制）
資格要件　日本国籍を有する18歳以

上33歳未満の方
受付期間　随時

問合先　自衛隊大阪
地方協力本部富田
林地域事務所

 ☎0721・24・3799

募集

「川柳藤井寺」会員

「楽しみは頭ひねって五七五」
川柳は老若男女誰でも手軽に楽し

めます。初心者も歓迎、丁寧に指導し
ます。是非見学にお越しください。
日時　毎月第3日曜日　13時～
場所　パープルホール　会議室
問合先　川柳藤井寺　
 ☎090・9877・7946(鈴木)

シルバー人材センター会員
豊富な経験を生かして働いてみま

せんか。
入会説明会日時　7月11日（火）・8月

8日（火）・9月12日（火）　いずれも
13時30分～

対象　市内在住の60歳以上の方
定員　各日20人
申込方法　電話で
場所、申込・問合先　（公社）藤井寺

市シルバー人材センター（パープル
ホール内） ☎954・6005

大阪府立南大阪高等職業技
術専門校　令和5年10月入校
生徒
【空調設備科（訓練期間 1年間）】
対象　18歳以上
定員　20人
※選考は8月と9月にあります。
【見学会】
日時　7月4日（火）・26日（水）・8月

25日（金）・9月6日（水）　 各 日13
時30分～

※要事前申込、参加費無料。
※詳細はホームページをご確認くだ

さい。
問合先　大阪府立南

大阪高等職業技術
専門校

 ☎ 0725・53・3005

令和6年4月1日採用予定

藤井寺市職員募集
募集期間　7月11日(火)～31日（月）
※初日は10時から、最終日は17時まで
申込方法　インターネット申込

募集職種や受験資格、試験内容・日程な
どは、市ホームページをご覧
ください。
問合せ　人事課人事研修担当

　☎939・1027

■総合適正検査（テストセンター方式）
を採用。自分の都合に合った会場
で受験可能。公務員試験対策は不
要。

■インターネット申込のため、24時
間いつでも申込可能。

※7月10日から公開
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